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宮津・北宮津・南萩横　松

新美　千 �村瀬　美枝子青木　菊生榎本　秀樹

宮津山田・東宮津団地・東・２３～２６宮津団地・１１～２２宮津団地・１～１０宮津団地・西

仲村　　宏吉川　英治塩谷　　明長谷川　信弘大脇　清子

福　住板　山陽なたの丘陽なたの丘宮津山田・西

大村　貞子竹田　佳代子山本　淑子影近　日出子坂野　誠一

白沢・西白沢台高根台・２１～４７高根台１～２０・６６福住園高台

竹内　礼子永池　武光馬見塚　まり子荒川　峰次児島　� �

民生委員・児童委員の皆さんです 民生委員・児童委員の皆さんです 
　地域での生活や家族の問題、高齢者や障がい者、児童の福祉などについて相談
や助言をしてもらうため、次の皆さんが平成２８年１２月１日付けで民生委員・児童
委員を委嘱されました。委員は社会福祉の精神をもって、自主的に社会福祉の増
進に努めます。気軽に相談してください。
　各地区の委員を紹介します。（敬称略）
■問い合わせ先　住民福祉課社会福祉係　�（４８）１１１１（内１１２２）

■民生委員
　担当地区の高齢者・
障がい者への見守り活
動や、必要な支援が受
けられるよう相談や助
言を行います。
■児童委員
　児童関係の機関と協
力し、地域の子どもが
健やかに育つ環境づく
りや子育てのための相
談や助言を行います。
児童委員は児童福祉法
に基づき、民生委員が
その職務を兼ねていま
す。
■主任児童委員
　地区の民生委員・児
童委員と連携し、子ど
もや子育てに関する支
援を専門に担当する民
生委員・児童委員です。


